
ヤマイチ株式会社 行動計画(第 4 回目・2025/7 月変更後) 

 
 社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の整備を行うた

め、次のように行動計画を策定する。 

 

1.計画期間  2024 年 12 月 1 日～2027 年 11 月 30 日までの 3 年間 

 

2.内容 

 

目標 1. 年次有給休暇の取得日数を平均年間 7 日以上とする。 

〈対策〉 

・2025 年 2 月  年次有給休暇の取得状況について実態を把握 

・2025 年 4 月  計画的な取得に向けた管理職研修の実施 

・2025 年 6 月  社内回覧や掲示による年次有給休暇取得の呼びかけ 

 

目標 2. 産前産後休業、育児休業、育児休業給付、育児休業中の社会保険料免除等 

    制度の周知や情報提供を行う。 

    

〈対策〉 

 ・2025 年 3 月   法に基づく諸制度の調査 

 ・2025 年 5 月   諸制度の社内広報方法の検討及び制度の研修会の検討 

 ・2025 年 7 月    広報による社員への周知及び研修会の実施 

 

目標 3. 計画期間内に、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的と 

    した休暇制度利用率が合わせて 50%以上とする。 

    

〈対策〉 

  ・2025 年 8 月  「キッズサポート休暇」制度を導入する。 

  ・2025 年 10 月  各職場における休業者の業務カバー体制の検討 

 

目標 4. フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月 30 時間未満 

    とする。 

    

〈対策〉 

  ・2025 年 10 月  管理職を対象とした意識改革のための研修の実施 

  ・2025 年 12 月  各部署における問題点の検討および研修の実施 


